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現行版 改訂版 

障がい者用ＰＡＳＭＯ取扱特約 

 

制 定 ２０２３年 ３月１８日 

 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この特約は、株式会社パスモ（以下「当社」という。）が、「ＰＡＳＭＯ取扱規則」（以下、「ＰＡＳＭＯ規

則」という。）に定めるサービス内容とその使用条件のうち、ＰＡＳＭＯ取扱事業者が規程等に定める第１

種身体障害者（以下、「第１種身体障害者」という。）とその介護者又は第１種知的障害者（以下、「第１種

知的障害者」という。）とその介護者に発行するＰＡＳＭＯ（以下、「障がい者用ＰＡＳＭＯ」という。）の

サービス内容と使用条件を定めることを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第３条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

  （１）「障がい者ＰＡＳＭＯ」とは、第１種身体障害者又は第１種知的障害者本人の氏名、性別、生年月日等

を記録（障害者専用である表記を券面に印字する）した当該第１種身体障害者又は第１種知的障害者本

人の使用に供する記名ＰＡＳＭＯをいう。 

  （２）「介護者ＰＡＳＭＯ」とは、介護者ＰＡＳＭＯであることを示す情報以外は対となる障がい者ＰＡＳＭ

Ｏに記録された情報と同一の情報を記録（記名人となる第１種身体障害者又は第１種知的障害者の氏名

及び介護者専用である表記を券面に印字する）した、当該第１種身体障害者又は第１種知的障害者の介

護者の使用に供する記名ＰＡＳＭＯをいう。なお、介護者ＰＡＳＭＯの使用者は、ＰＡＳＭＯ規則第３条

第１項第３号によらず本号に定めるところによる。 

  （３）「介護者」とは、ＰＡＳＭＯ取扱事業者が、介護能力があると認める者をいう。 

  （４）「他社発行障がい者用ＩＣカード」とは、当社以外のＩＣカード発行事業者が発行する、金銭的価値を

記録することができるＩＣチップを内蔵する障害者及び介護者専用のＩＣカードをいう。 

  （参考 他社発行障がい者用ＩＣカードは次のものをいう。 

      [２０２３年３月１８日現在] 

   ア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Ｓｕｉｃａ」 

   イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいＳｕｉｃａ」） 

（５）「障がい者用ＩＣカード」とは、障がい者用ＰＡＳＭＯ及び他社発行障がい者用ＩＣカードをいう。 

 

（個人情報の取扱い） 

第６条 障がい者用ＰＡＳＭＯにかかわる次の各号の申し込みの際やその他の場合に取得した個人情報（生存す

る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識

別することができるものをいう。以下同じ。）は、当社が管理する。 

  （１）障がい者用ＰＡＳＭＯの購入 

  （２）無記名ＰＡＳＭＯから障がい者用ＰＡＳＭＯへの変更 

  （３）記名ＰＡＳＭＯから障がい者ＰＡＳＭＯへの変更 

  （４）障がい者用ＰＡＳＭＯの個人情報変更 

  ２ 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。 

  （１）障がい者用ＰＡＳＭＯの購入・有効期限更新・変更・払いもどし等の申し込み内容の確認 

  （２）当社から記名人に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 

  （３）ＰＡＳＭＯ規則及びこの特約及びＰＡＳＭＯ取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる障が

い者用ＰＡＳＭＯにかかわるサービスの実施及び改善 

  （４）他社発行ＩＣカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ＩＣカードにかかわるサービスの実

施及び改善 

 ３ 当社は、前項の範囲内で当該ＰＡＳＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した

個人情報をその事業者に知らせることがある。 

４ 障がい者用ＰＡＳＭＯに記録された電話番号との通話において記名人以外の者が応対した場合、前項の

障がい者用ＰＡＳＭＯ取扱特約 

 

制 定 ２０２３年 ３月１８日 

最終改定 ２０２５年 ４月 １日 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この特約は、株式会社パスモ（以下、「当社」という。）が、「ＰＡＳＭＯ取扱規則」（以下、「ＰＡＳＭＯ

規則」という。）に定めるサービス内容とその使用条件のうち、ＰＡＳＭＯ取扱事業者が規程等に定める第

１種身体障害者、第１種知的障害者又は第１種精神障害者（以下、総称して「障害者」という。）とその介

護者に発行するＰＡＳＭＯ（以下、「障がい者用ＰＡＳＭＯ」という。）のサービス内容と使用条件を定める

ことを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第３条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

  （１）「障がい者ＰＡＳＭＯ」とは、障害者本人の氏名、性別、生年月日等を記録（障害者専用である表記を

券面に印字する）した当該障害者本人の使用に供する記名ＰＡＳＭＯをいう。 

 

  （２）「介護者ＰＡＳＭＯ」とは、介護者ＰＡＳＭＯであることを示す情報以外は対となる障がい者ＰＡＳＭ

Ｏに記録された情報と同一の情報を記録（記名人となる障害者の氏名及び介護者専用である表記を券面

に印字する）した、当該障害者の介護者の使用に供する記名ＰＡＳＭＯをいう。なお、介護者ＰＡＳＭＯ

の使用者は、ＰＡＳＭＯ規則第３条第１項第３号によらず本号に定めるところによる。 

 

  （３）「介護者」とは、ＰＡＳＭＯ取扱事業者が、介護能力があると認める者をいう。 

  （４）「他社発行障がい者用ＩＣカード」とは、当社以外のＩＣカード発行事業者が発行する、金銭的価値を

記録することができるＩＣチップを内蔵する障害者及び介護者専用のＩＣカードをいう。 

  （参考 他社発行障がい者用ＩＣカードは次のものをいう。 

      [２０２３年３月１８日現在] 

   ア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者用Ｓｕｉｃａ」 

   イ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい者用りんかいＳｕｉｃａ」） 

（５）「障がい者用ＩＣカード」とは、障がい者用ＰＡＳＭＯ及び他社発行障がい者用ＩＣカードをいう。 

 

（個人情報の取扱い） 

第６条 障がい者用ＰＡＳＭＯにかかわる次の各号の申し込みの際やその他の場合に取得した個人情報（生存す

る個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識

別することができるものをいう。以下、同じ。）は、当社が管理する。 

  （１）障がい者用ＰＡＳＭＯの購入 

  （２）無記名ＰＡＳＭＯから障がい者用ＰＡＳＭＯへの変更 

  （３）記名ＰＡＳＭＯから障がい者ＰＡＳＭＯへの変更 

  （４）障がい者用ＰＡＳＭＯの個人情報変更 

  ２ 当社は、取得した個人情報を次の各号の目的で利用する。 

  （１）障がい者用ＰＡＳＭＯの購入・有効期限更新・変更・払いもどし等の申し込み内容の確認 

  （２）当社から記名人に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 

（３）ＰＡＳＭＯ規則、この特約及びＰＡＳＭＯ取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる障がい

者用ＰＡＳＭＯにかかわるサービスの実施及び改善 

（４）他社発行ＩＣカードの発行事業者から委託を受けて行う他社発行ＩＣカードにかかわるサービスの実

施及び改善 

 ３ 当社は、前項の範囲内で当該ＰＡＳＭＯの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、取得した

個人情報をその事業者に知らせることがある。 

４ 障がい者用ＰＡＳＭＯに記録された電話番号との通話において記名人以外の者が応対した場合、前項の



取扱いのため、電話応対者に、取得した個人情報を知らせることがある。 

  ５ 第１項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。 

 

 

第２章 発売 

 

（障がい者用ＰＡＳＭＯの発売） 

第９条 障がい者用ＰＡＳＭＯの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別等を記入して提出し、かつＰＡ

ＳＭＯ取扱事業者の規定等に基づく身体障害者手帳又は療育手帳（以下、総称して「手帳」という。）の呈

示により第１種身体障害者又は第１種知的障害者であることを確認できたときは、発売日の１年後の同月

末日を有効期限とする障がい者ＰＡＳＭＯ及び介護者ＰＡＳＭＯを１対として発売する。 

  ２ 障がい者用ＰＡＳＭＯは、大人用ＰＡＳＭＯ（一体型ＰＡＳＭＯ、ＰＡＳＭＯ取扱規則に関する特約に定

めるモバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Payの PASMOを除く。）のみの取扱いとする。 

  ３ 当社が特に認める場合を除き、同一記名人に対し１対を超える障がい者用ＰＡＳＭＯは発売しない。 

 

 

 

第３章 効力 

 

（無効となる場合） 

第１２条 障がい者用ＰＡＳＭＯは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デ

ポジット及び障がい者用ＰＡＳＭＯに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 

（１）障がい者ＰＡＳＭＯを記名人以外の者が使用した場合 

（２）介護者ＰＡＳＭＯを記名人の介護者以外の者が使用した場合 

 （３）券面表示事項が不明となった障がい者用ＰＡＳＭＯを使用した場合 

 （４）使用資格、氏名、生年月日、性別を偽って障がい者用ＰＡＳＭＯを購入または使用した場合 

 （５）券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

 （６）偽造、変造又は不正に作成された障がい者用ＰＡＳＭＯ若しくはバリューを使用した場合 

 （７）使用者の故意又は重大な過失により障がい者用ＰＡＳＭＯが障害状態となったと認められる場合 

 （８）その他不正行為と認められる場合 

  ２ 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。 

 

 

第４章 再発行・交換 

 

（紛失再発行） 

第１３条 障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯを紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、

次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯの使用停止措置

を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票（以下「再発行整理票」という。）を発行する。 

（１）申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する記名人が当該障がい者用ＰＡ

ＳＭＯの記名人本人であることを証明できること。 

（２）障がい者用ＰＡＳＭＯの記名人に関する情報である氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登

録されていること 

２ 前項により使用停止措置を行った当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯは、記名人が再発

行整理票発行日の翌日から１４日以内に第１号及び第２号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合

に限って、当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯ裏面に刻印されたものと異なるカード番号

の障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯを再発行する。 

（１）公的証明書等の呈示により、再発行を請求する記名人が当該障がい者用ＰＡＳＭＯの記名人本人であ

ることを証明できること。 

（２）前項により発行された再発行整理票を提出すること。 

３ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯそれぞ

れ１枚につき紛失再発行手数料５２０円とデポジット５００円を現金で収受する。 

４ 当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消

すことはできない。また、紛失した障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯが発見された場合に、当該障

がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯを再発行用の媒体として使用することはできない。 

取扱いのため、電話応対者に、取得した個人情報を知らせることがある。 

  ５ 第１項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。 

 

 

第２章 発売 

 

（障がい者用ＰＡＳＭＯの発売） 

第９条 障がい者用ＰＡＳＭＯの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別等を記入して提出し、かつＰＡ

ＳＭＯ取扱事業者の規定等に基づく身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（ただし、有効

期限内かつ写真が表示されているものに限る。）（以下、総称して「手帳」という。）の呈示により障害者で

あることを確認できたときは、発売日の１年後の同月末日を有効期限とする障がい者ＰＡＳＭＯ及び介護

者ＰＡＳＭＯを１対として発売する。 

  ２ 障がい者用ＰＡＳＭＯは、大人用ＰＡＳＭＯ（一体型ＰＡＳＭＯ、ＰＡＳＭＯ取扱規則に関する特約に定

めるモバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Payの PASMOを除く。）のみの取扱いとする。 

  ３ 当社が特に認める場合を除き、同一記名人に対し１対を超える障がい者用ＰＡＳＭＯは発売しない。 

 

 

第３章 効力 

 

（無効となる場合） 

第１２条 障がい者用ＰＡＳＭＯは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デ

ポジット及び障がい者用ＰＡＳＭＯに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。 

（１）障がい者ＰＡＳＭＯを記名人以外の者が使用した場合 

（２）介護者ＰＡＳＭＯを記名人の介護者以外の者が使用した場合 

 （３）券面表示事項が不明となった障がい者用ＰＡＳＭＯを使用した場合 

 （４）使用資格、氏名、生年月日、性別を偽って障がい者用ＰＡＳＭＯを購入又は使用した場合 

 （５）券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合 

 （６）偽造、変造又は不正に作成された障がい者用ＰＡＳＭＯ若しくはバリューを使用した場合 

 （７）使用者の故意又は重大な過失により障がい者用ＰＡＳＭＯが障害状態となったと認められる場合 

 （８）その他不正行為と認められる場合 

  ２ 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、当社はその責めを負わない。 

 

 

第４章 再発行・交換 

 

（紛失再発行） 

第１３条 障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯを紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、

次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯの使用停止措置

を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票（以下、「再発行整理票」という。）を発行する。 

（１）申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する記名人が当該障がい者用ＰＡ

ＳＭＯの記名人本人であることを証明できること。 

（２）障がい者用ＰＡＳＭＯの記名人に関する情報である氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登

録されていること 

２ 前項により使用停止措置を行った当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯは、記名人が再発

行整理票発行日の翌日から１４日以内に第１号及び第２号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合

に限って、当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯ裏面に刻印されたものと異なるカード番号

の障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯを再発行する。 

（１）公的証明書等の呈示により、再発行を請求する記名人が当該障がい者用ＰＡＳＭＯの記名人本人であ

ることを証明できること。 

（２）前項により発行された再発行整理票を提出すること。 

３ 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯそれぞ

れ１枚につき紛失再発行手数料５２０円とデポジット５００円を現金で収受する。 

４ 当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消

すことはできない。また、紛失した障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯが発見された場合に、当該障

がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯを再発行用の媒体として使用することはできない。 



５ 第１項から第３項までの取扱いを行った後に、紛失した障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯが発

見された場合、記名人は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、記名人が当該障がい者Ｐ

ＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯとともに別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により

障がい者用ＰＡＳＭＯの記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。この場合、

理由を問わず当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯは返却しない。 

 

（障害再発行） 

第１４条 障がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に

定める申請書を提出し、かつ当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯを呈示したときは、再発

行整理票を発行する。 

  ２ 前項により再発行整理票が発行された当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯは、使用者が

再発行整理票発行日の翌日から１４日以内に次の各号の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限

って、当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯ裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障

がい者ＰＡＳＭＯ又は介護者ＰＡＳＭＯを再発行する。この場合、理由を問わず当該障がい者ＰＡＳＭＯ

及び当該介護者ＰＡＳＭＯは返却しない。 

（１）使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。 

（２）使用者が当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯを提出すること。 

  ３ 当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り

消すことはできない。また、当該障がい者ＰＡＳＭＯまたは当該介護者ＰＡＳＭＯを再発行用の媒体とし

て使用することはできない。 

  ４ 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場

合、当社が当該障がい者ＰＡＳＭＯ又は当該介護者ＰＡＳＭＯのデポジット５００円は返却しない。 

（１）裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 

（２）使用者の故意又は重大な過失により障がい者用ＰＡＳＭＯが障害状態となったと認められ、第１２条

第１項第７号により無効となった場合 

（→第１２条「無効となる場合」） 

 

 

第６章 特殊取扱 

 

（障がい者用ＰＡＳＭＯの変更） 

第１８条 使用者が無記名ＰＡＳＭＯを差し出して障がい者用ＰＡＳＭＯへの変更を申し出た場合、又は記名Ｐ

ＡＳＭＯ（介護者ＰＡＳＭＯを除き、かつ記名ＰＡＳＭＯの記名人が第１種身体障害者又は第１種知的

障害者の場合に限る。）を差し出して障がい者ＰＡＳＭＯへの変更を申し出た場合、第９条に規定する障

がい者用ＰＡＳＭＯの発売の取扱いを準用し障がい者用ＰＡＳＭＯの変更を行う。 

   ２ 記名ＰＡＳＭＯから介護者ＰＡＳＭＯへの変更、障がい者用ＰＡＳＭＯから無記名ＰＡＳＭＯ及び記

名ＰＡＳＭＯへの変更はできない。 

 （→第９条「障がい者用ＰＡＳＭＯの発売」） 

 

 

第７章 障がい者用ＩＣカードの相互利用 

 

（障がい者用ＩＣカードの発売制限） 
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